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（回転翼航空機）航空事故に係る意見について

当委員会は、本航空事故の結果に鑑み、航空の安全を図るため、国土交通大臣に対

して、運輸安全委員会設置法第２８条の規定に基づき、下記のとおり意見を述べる。

なお、この意見を受けて何らかの措置を講じた場合は、その内容について通知方よ

ろしくお取り計らい願いたい。

記

１ マニュアルに従った確実な整備作業の実施

本事故においては、次のように必ずしも航空機製造者の英文メンテナンス・マニ

ュアルに従った整備作業が実施されていなかった。

テール・ローター・コントロール系統の故障探求が航空機製造者の英文メンテナ

ンス・マニュアルの故障探求手順に従って実施されなかったため、ボール・ピボッ

トの点検が実施されず、その固着が発見されなかった。また、テール・ローター・

コントロール・ロッドとヨー・アクチュエーターとの締結部が左ねじであることが

航空機製造者の英文メンテナンス・マニュアルに記載されているが、締め付けるつ

もりで反対の緩める方向に回された可能性が考えられる。

本事故以外にも航空機製造者の英文メンテナンス・マニュアルの不遵守が関与し

た航空事故が発生していることから、国土交通省航空局は、回転翼航空機、小型飛

行機等を整備する者に対し、航空機製造者のマニュアル等の内容を十分に把握する

よう指導を徹底するべきである。



２ 操縦訓練における非常操作等の操縦訓練科目の適切な選定

本事故においては、機長は飛行規程に記載されているテール・ローター故障状態

に対応した非常時の操縦操作を行わなかったものと推定される。これについては、

定期訓練においてテール・ローター故障の科目が実施されていなかったことが関与

したものと考えられる。

このことから、国土交通省航空局は、回転翼航空機、小型航空機等を運航する者

に対して非常操作等の操縦訓練科目を適切に選定するよう指導するべきである。

３ ショルダー・ハーネスの装着

本事故において機長が死亡したことは、ショルダー・ハーネスを装着していなか

ったため、墜落時の衝撃により状態が前屈し、サイクリック・スティックに胸部を

強打したことによるものと推定される。

ショルダー・ハーネスの装着は、墜落等による衝撃発生時において傷害を負うこ

とを防止することに有効であることから、国土交通省航空局は、回転翼航空機、小

型飛行機等を運航する者に対し、離着陸時以外も状況に応じて適切にショルダー・

ハーネスを装着するように周知徹底するべきである。


